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利用できるサービス

要介護1～5の人

地域密着型特定施設入居者生活介護
　定員が29人以下の介護専用型特定施設で、食
事・入浴・排せつなどの介護や、日常生活上の
世話、機能訓練などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。

要介護 4／ 730円
要介護 5／ 798円

要介護 1／ 533円
要介護 2／ 597円
要介護 3／ 666円

◆利用者負担のめやす（1日につき）

要介護 4／ 27,531 円
要介護 5／ 31,141 円

要介護 1／ 12,341 円
要介護 2／ 17,268 円
要介護 3／ 24,274 円

◆利用者負担のめやす（1か月につき）

要介護 4／ 1,144 円
要介護 5／ 1,281 円

要介護 1／　735円
要介護 2／　868円
要介護 3／ 1,006 円

◆利用者負担のめやす

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護
　定員が29人以下の小規模な介護老人福祉施設
で、介護や機能訓練などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。

◆利用者負担のめやす（1日につき）

（多床室の場合）
要介護 1／ 547円（594円）
要介護 2／ 614円（661円）
要介護 3／ 682円（729円）
要介護 4／ 749円（796円）
要介護 5／ 814円（861円）

◆利用者負担のめやす（1か月につき）

要介護 4／ 21,212 円
要介護 5／ 25,654 円

要介護 1／　5,658 円
要介護 2／ 10,100 円
要介護 3／ 16,769 円

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護
　日中・夜間を通じて、定期的な巡回と随時の
通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せ
つ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の
対応などが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。

　小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合
わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介
護や医療・看護のケアが受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。

看護小規模多機能型居宅介護

　定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、
日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。
※要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型通所介護

◎一体型・訪問看護サービスを行わない場合

要介護 4／ 24,268 円
要介護 5／ 29,399 円

要介護 1／　8,255 円
要介護 2／ 12,897 円
要介護 3／ 19,686 円

◎一体型・訪問看護サービスを行う場合

平成28年4月から小規模な通所介護
が地域密着型サービスに移行します。

平成27年4月から複合型サービスの
名称が変わりました。

変わります

平成27年4月から新規入所は原則と
して要介護3以上の人です。変わりました

※（　）内は平成27年7月までの金額

（7時間以上9時間未満の場合）

変わりました

介護予防の取り組み

　介護予防とは、「できるかぎり介護が必要にならない
ようにする」「もし介護が必要になってもそれ以上悪化
させないようにする」ことを目的としています。いつ
までも自分らしく自立した生活を送るために、元気な
うちから、また生活機能の低下が軽度な早い段階から、
市区町村が実施する介護予防事業を継続的に利用して
いきましょう。

　

65
歳
以
上
の
人

　本人や家族と話し合
い、課題を分析し、生活
機能を向上させるプロ
グラムを利用します。

■要介護認定で非該当と判定された人や、
基本チェックリストなどにより生活機
能の低下がみられた人

市区町村が行う介護予防事業が
利用できます

生活に関する総合的な相談や、
生活支援のサービスなどが

利用できます

■自立した生活が送れる人

　生活機能とは、人が生きていくための機能全体のことで、体や精神の働きのほか、日常生
活動作や家事、家庭や社会での役割などのことです。今の自分の状態をチェックして、でき
るだけ生活機能を低下させないことが介護予防につながります。

生活機能とは？

　要介護認定で非該当と判定された人や、生活機能が低下していて介護が必要と
なるおそれがある高齢者は、市区町村が行う介護予防事業を利用できます。また、
自立した生活が送れる高齢者も、健康づくりや生活支援のサービスなどを利用で
きます。

介護予防事業を利用しましょう

介護予防の必要性

介護予防事業の流れ

※介護予防事業は、平成29年4月までに「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行する予定です。移行時期は市区町村に
よって異なります。
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　本計画は、老人福祉法第20条の８の規定に定める老人福祉計画と介護保険法第117条の規定に定
める介護保険事業計画とをあわせ「かつらぎ町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」として一体
的に作成するものです。
　また、本計画は「第4次かつらぎ町総合計画」の基本構想の理念に基づく分野別計画に位置づけら
れるとともに、本町における高齢者の基本的な考え方及び施策を示すもので、平成27年度（2015年
度）から平成29年度（2017年度）までの３年間の計画となっています。

ともに助け合い
安心して暮らせる
まちづくり

かつらぎ町の高齢者施策

第6期介護保険事業計画及び
高齢者福祉計画概要版
計　画　の　基　本　的　な　考　え　方

基　本　理　念　と　基　本　目　標
基本理念

　基本目標１　住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり

　健康づくりや生きがいづくり、使いやすく利便性の高い介護サービスをはじめ支援を必要と
する人を地域全体で支えることができる福祉基盤の整備などが一体となり、すべての高齢者が
「地域のなかで安心して暮らせるまちづくり」を推進していきます。

　基本目標２　生きがいづくり・社会参加の推進

　生涯を通じた学習機会の確保や高齢者スポーツの推進など、高齢者が活躍できる場所やしくみ
づくりに引き続き取り組むとともに、ボランティアがリーダーとなって高齢者の生きがいづくり
のために講座や教室を開催できるよう人材の育成を図ります。

　基本目標３　介護予防・健康づくりの推進                                                                                    

　高齢者の意向を踏まえた上で介護予防の重要性に対する認識を促し、行政はもとより地域の
高齢者とともに介護予防を重視した予防事業等に取り組み、積極的な参加を促進します。
　また、健康づくりの場と機会を提供するとともに健康診断の受診勧奨を行うなど生活習慣病
の発症と重症化予防に取り組みます。

　基本目標４　地域包括ケア体制構築のための効果的・効率的な役割分担

　かつらぎ町の立地条件や福祉関連資源と対応した体制整備を行うとともに、庁内担当部署は
もとより関連機関および事業者との横断的な連携を強化し、協働したサービス提供の推進など、
本町の実情にあった効果的・効率的な地域包括ケア体制の構築を進めます。

基本目標

　みなさんの地域での集まりにおいて、どんなことをしようか悩んでいませんか？気軽に地域
包括支援センターまでご相談ください。

　認知症のことを正
しく理解し、認知症
の方とその家族を見
守り支援する「認知
症サポーター」の養
成講座です。

　

65
歳
以
上
の
人

　本人や家族と話し合
い、課題を分析し、生活
機能を向上させるプロ
グラムを利用します。

■認知症サポーター養成講座

市区町村が行う介護予防事業が
利用できます

生活に関する総合的な相談や、
生活支援のサービスなどが

利用できます

■自立した生活が送れる人

　生活機能とは、人が生きていくための機能全体のことで、体や精神の働きのほか、日常生
活動作や家事、家庭や社会での役割などのことです。今の自分の状態をチェックして、でき
るだけ生活機能を低下させないことが介護予防につながります。

生活機能とは？

かつらぎ町の介護予防事業や高齢者福祉施策について
介護予防の取り組み

地域包括支援センター啓発活動のご案内

※介護予防事業は、平成29年4月までに「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行する予定です。移行時期は市区町村に
よって異なります。

■認知症サポーター
　養成講座

　振り込め詐欺や訪
問販売など被害に合
わない為に手口や被
害防止の工夫につい
て紹介します。

■消費者被害防止
　への工夫 　認知症の正しい理

解とレクリエーショ
ンを交えて楽しく予
防する方法などお話
しします。

■認知症予防

　閉じこもり予防や
低栄養予防・転倒予
防や口腔ケアなど、
介護予防についての
お話をします。

■介護予防講座

　当センターの役割
についてお話し、ど
んな際に役立つのか、
相談例や取組みを紹
介しながら説明いた
します。

■地域包括支援
　センターの役割

　どんなサービスが
あるの？利用するに
はどうすればいい？
など、わかりやすく
お話しします。

■介護サービスを
　知ろう！

　虐待が起こる背景
には、介護疲れ・家
族関係・経済的困窮
などの要因がありま
す。高齢者虐待を理
解し、予防について
お話しします。

■高齢者の虐待予防

かつらぎ町内の老人会、
高齢者サロン、地域の
役員さんの会をはじめ、
町内の身近な集まりな
どに出向いて、啓発活
動を実施しています。
費用はかかりません。
気軽にご依頼ください。

介護予防事業や高齢者福祉施策の内容（一例） 担当課
歯科医師及び歯科衛生士による口腔機能の講演、ブラッシング
指導、口腔レクリエーションなど。口腔機能向上教室

いきいきかつらぎ体操にはじまり、バランストレーニングやセラバ
ンド体操など、様々な種類の体操や筋力トレーニングを実施。

介護予防教室
転倒予防教室
（自主活動グループ）

やすらぎ
対策課

やすらぎ
対策課

脳トレドリルやグループでの脳トレ・レクリエーション・転倒
予防体操などのプログラムを実施。認知症予防教室 やすらぎ

対策課

生活、運動、栄養、口腔、認知機能等の項目からなる基本チェ
ックにより、自身の生活機能の状態を維持・改善できるよう支
援する事業。

介護予防把握事業 やすらぎ
対策課

65歳以上の一人暮らしの人等が急病及び災害等の緊急時に委
託事業者を通じて支援する事業。

緊急通報システム
設置事業

住民
福祉課

低所得者で日常生活能力が低下した人（65歳以上の要介護認定
者で介護保険の住宅改修費支給を上回る人）が排せつ・入浴・移動
などが容易になるよう、居宅改造の費用を補助する事業。

高齢者居宅改修
補助事業

住民
福祉課

理容師が対象者（おおむね65歳以上の者で要介護度が4又は5
で、かつ、寝たきりの者もしくは寝たきりの生活が主体となっ
ている人）の居宅において調髪、顔そり及び洗髪等のサービス
を提供する事業。

在宅高齢者等
訪問理髪
サービス事業

住民
福祉課

上記の各事業の対象者等の詳細については担当課までお問い合わせください。
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